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森林土木事業における現場環境改善費の積算 

 

 森林土木事業において、周辺住民の生活環境への配慮、一般住民への建設事業の広報活

動及び現場労働者の作業環境の改善を行うために、工事に伴い実施する仮設備、安全施設、

営繕施設等の現場環境改善及び地域連携に関する経費を、共通仮設備(仮設費・安全費・営

繕経費)に計上する場合は、以下のとおり取扱うものとする。 

 

(1) 対象となる現場環境改善内容 

工事に伴い実施する仮設備、安全施設、営繕施設等の現場環境改善及び地域連携に関

するものを対象とする。 

(2) 適用の範囲 

周辺住民の生活環境への配慮、一般住民への建設事業の広報活動及び現場労働者の作

業環境の改善を行うために実施するもので、原則として、すべての屋外工事を対象とす

る。 

  ただし、維持工事で現場環境改善の実施が困難なもの及び効果が期待できないものに

ついては、対象外とすることができる。 

(3) 積算方法 

ア 現場環境改善費の積算は、次の方法により行うものとする。ただし、標準的な現場

環境改善を行う場合は率計上とし、特別な現場環境改善を行う場合は積上げ計上とす

る。  

 (ｱ)  積算方法は以下のとおりとし、共通仮設費に現場環境改善費として計上するもの

とする。 

 

Ｋ＝ｉ・(ｎ/４)・Ｐi＋α 

ただし、Ｋ：現場環境改善に要する費用 

（単位：円、1,000 円未満切り捨て） 

ｉ：現場環境改善費率は、表１による。 

（単位：％、小数第３位四捨五入２位止め） 

      ｎ：現場環境改善で実施する内容の数(項目数、最大４)  

      Ｐi：対象額（直接工事費（処分費等を除く共通仮設費対象分）＋支給品費 

（共通仮設費対象分）＋無償貸付機械等評価額） 

なお、対象額が５億円を超える場合は５億円とする。 

α：積上げ計上分（単位：円、1,000 円未満切り捨て） 

 

   表１ 現場環境改善費率 

対象額：Ｐｉ 

現場環境改善費率：ｉ(％) 

大都市 

市街地 
左記以外 

直接工事費 

(処分費等を除く) 

＋ 

支給品費 

＋ 

無償貸付機械等評価額 

i＝45.9×Pi^-0.175 i＝32.5×Pi^-0.202 

   

 



令和８年７月１日以降起工に係るもの 

(ｲ)  率に計上されるものは、表２の内容のうち原則として、計上費目ごと（仮 

    設備関係、安全関係、営繕関係、地域連携）に１内容ずつの合計４つの内容を基

本とした費用である。 

     また、選択にあたっては、地域の状況及び工事内容によって組み合せ、実施費 

    目数及び実施内容を変更することもできる。 
  (ｳ)  積上げ計上分（α）に計上するものは、現場環境改善費率分で行うことが適当

でないと判断されるものとし、主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対
策に関する費用については、対策の妥当性を確認の上、積上げ計上を行うものとす
る。 

なお、熱中症対策・防寒対策を積上げ計上する場合は、現場管理費に計上され
る作業員個人の費用と重複がないことを確認し、率分で計上される額の 100％を上
限とする。 

また、維持工事で現場環境改善の実施が困難なもの及び効果が期待できないも
のとして率分での計上を対象外とした工事であっても、熱中症対策・防寒対策が必
要な場合は、積上げ計上することができるものとする。 

  (ｴ)  経費率は現場環境改善費の各費目を１本化した全体での率である。 

  (ｵ)  現場環境改善に関する費用の対象額は５億円を限度とする。 

  (ｶ)  近接工事の条件に該当する追加工事を発注する場合で、現場環境改善費を計上

する場合は、現工事の項目数（ｎ）と同じとすること。 
 （ｷ）  熱中症対策・防寒対策に関する施設や設備について、リース品の場合は、当該

工事における施設・設備の設置期間分のリース費用を計上し、購入品の場合は、
当該工事における施設・設備の設置期間分の減価償却費を計上する。 
なお、施設・設備の種類や規模及び設置期間については、受発注者協議の上、

決定するものとする。 

イ 設計変更について 

率に計上されるものについては、必要に応じて実施する内容の数を変更できるもの

とする。さらに金額（Ｐｉ）の変動に伴う現場環境改善費率ｉは変更される。また、

積上げ計上分（α）については、内容に変更が生じた場合は設計変更の対象とする。 

   表２ 実施する内容 

計上費目 実施する内容（率計上分） 

仮設備関係 

 

・昇降設備の充実 

・環境対策の充実 

・ICT設備の充実 

・作業負荷の低減 

安全関係 

 

・工事標識・照明等安全施設の充実 

・盗難防止対策 

・健康関連施設の充実 

・野生生物・害虫対策等 

営繕関係 

 

 

・現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 

・労働者宿舎の充実 

・現場休憩所の充実（交通誘導警備員待機室を含む） 

・衛生設備・厚生施設の充実等  

・現場事務所等への木材利用 

地域連携 

 

・広報活動等（完成予想図、パンフレット、工法説明、ＰＲ看板等） 

・見学会・イベント等の開催（見学施設等設置・運営管理等含む） 

・社会貢献・地域対策費等（地域行事等の経費を含む。） 

・現場景観向上（美装化・デザイン看板等） 
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（4）現場事務所等への木材利用 

  ア 現場事務所等への木材利用は、以下のとおり。なお、構造・仕様は問わない。 

（ｱ）壁、柱、梁、桁、小屋組み、天井、床等の全部又は一部に木材を使用している現

場事務所。ただし、内壁、天井、床に合板を使用したプレハブ現場事務所は含ま

ない。 

  （ｲ）現場事務所（プレハブ現場事務所を含む）の壁面保護や目隠しとして、現場事務

所の正面１面以上に設置する木製パネル（既製品を含む）。 

  イ 使用する木材は、県産材とする。 

ウ 現場事務所等への木材利用に係るすべての費用は、現場環境改善費の率計上に含

まれる。 

(5) 比較的小規模な現場環境改善費 

上記の積算方法に該当しない比較的小規模な現場環境改善費を行う場合は、必要な 

  経費を単に共通仮設費に積上げ計上するものとする。 
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